
《 下水道使用料早見表（２か月分） 》
●この使用料が適用されるのは、公共下水道、コミュニティ・プラント、集落排水の処理区です。

２０１９年１０月１日実施（消費税及び地方消費税を含む）

《 使用料計算のしかた 》
基本使用料（税抜） ☆下水道使用料は・・・
従量使用料（１㎥につき、税抜） （基本使用料（税抜）＋従量使用料（税抜））×１．１０　（１円未満切捨て）

○  1㎥ ～ 　　20㎥ 例 ２か月で４３㎥使用された場合

○  21㎥ ～ 　　40㎥ 基本使用料（税抜） １，７２０円

○ 41㎥ ～ 　　60㎥ 超過使用料（税抜） 　１７円×２０㎥ ３４０円

○ 61㎥ ～ 　100㎥ １３６円×２０㎥ ２，７２０円

○ 101㎥ ～ 　200㎥ １７２円×　３㎥ ５１６円

○ 201㎥ ～ 　400㎥ 合　　計 ５，２９６円

○ 401㎥ ～ 1,000㎥   ×　１．１０

○ 1,001㎥ ～ 2,000㎥ 下水道使用料 　５，８２５円

○ 2,001㎥ 以上は （１円未満切捨て）

※上記の表で計算した額に消費税率１０％を乗じる。（１円未満切捨て）

《 下水道使用料の算出簡易計算式 》

※１円未満切捨て

※井戸水使用に関して
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基本使用料 0㎥ 　　　　　　　１，７２０円　　　　　　　　×　１．１０

従
 

量
 

使
 

用
 

料

　　　　　　　　１㎥　～　 　２０㎥ （　１７円×水量＋　　１，７２０円）　×　１．１０

　　　　　　　２１㎥　～　 　４０㎥ （１３６円×水量－　　　　６６０円）　×　１．１０

　　　　　　　４１㎥　～　　 ６０㎥ （１７２円×水量－　　２，１００円）　×　１．１０

　　　　　　　６１㎥　～ 　１００㎥ （２０２円×水量－　　３，９００円）　×　１．１０

　　　　　　１０１㎥　～ 　２００㎥ （２２７円×水量－　　６，４００円）　×　１．１０

　　　　　　２０１㎥　～ 　４００㎥ （２５２円×水量－　１１，４００円）　×　１．１０

　　　　　　４０１㎥　～ １０００㎥ （３１６円×水量－　３７，０００円）　×　１．１０

70,620

　　　　　１００１㎥　～ ２０００㎥ （３６７円×水量－　８８，０００円）　×　１．１０

　　　　　２００１㎥　～ （３８５円×水量－１２４，０００円）　×　１．１０

姫 路 市 上 下 水 道 局

　井戸水をご使用になり、下水道に排出されている方は、世帯人数により下水道使用水量を認定しています。（世帯人数×4㎥×2か月）

　水道水を併用されている方につきましては、上記の基準と水道使用水量の多い方を下水道使用水量とさせていただきます。

お問い合せ先 上下水道サービス課

☎　２２１－２６５８
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